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予
防
接
種

　

本
年
４
月
に
麻
し
ん
風
し
ん
の
予
防

接
種
が
１
回
接
種
か
ら
２
回
接
種
に
法

改
正
さ
れ
、
さ
ら
に
６
月
の
法
改
正
に

よ
り
第
２
期
対
象
の
就
学
前
１
年
間
の

方
は
麻
し
ん
風
し
ん
の
混
合
ワ
ク
チ
ン

を
２
回
目
と
し
て
接
種
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
改
正
内
容
は
下
表
の
と
お

り
で
す
。

麻
し
ん
・
風
し
ん
予
防
接
種
の
第
２
期

接
種
等
が

開
始
さ
れ
ま
し
た

麻しん風しん（MR）予防接種制度�

学　年�

年　齢�

麻しん風しん�
 混合（MR）�
第１期・２期�

年長�年少� 年中� 小１�
１４.４.２�

１５.４.１�
１３.４.２�

１４.４.１�
１２.４.２�

１３.４.１�
１１.４.２�

１２.４.１�

３�６�１２�１８�２４� ３６� ４８� ６０� ７２�８４�９０�
１歳� ２歳� ３歳� ４歳� ５歳� ６歳� ７歳� ８歳�

第２期�

対象者　平成１２年４月２日�
　　　　～平成１３年４月１日生�

第１期�

（新）６月改正（旧）４月改正期間対象者
今までに麻しん・風しんワ
クチンのどちらかを接種し
ている方は残りのワクチン
を、初めての方は麻しん風
しん混合ＭＲワクチンを接
種します。よって経過措置
は廃止します。

今までに麻しん・風しんワ
クチンをいずれも接種して
いない方のみ接種可能。た
だし、今年度に限り片方の
み接種済みの方には経過措
置として未接種ワクチンを
単体で接種可能。

１～２歳未満
第
１
期

今までに麻しん・風しんワ
クチンをそれぞれ１回ずつ
接種している方でも、２回
目として麻しん風しん混合
ＭＲワクチンの接種を開始
します。

今までに麻しん・風しんワ
クチンをいずれも接種して
いない方のみ。単体でそれ
ぞれ接種している方は除
外。

２００６年
４月１日～

２００７年
３月３１日

小学校就学前
の１年間（い
わゆる保育園
・幼稚園にお
ける年長児）
にある方

第
２
期

※ただし、１期・２期ともに、麻しん・風しんどちらかに 罹  患 している方は、片方のワ
り かん

クチンのみ接種可能です。

健
康
課お

知

ら

せ

　
　
　

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
２
２

【
乳
幼
児
に
粉
ミ
ル
ク
を
支
給
し
ま

す
】

出産前小児保健指導実施医療機関一覧（産婦人科）
電話番号住　　所医療機関名
７９６・４８０７金森１１７０虫明婦人科内科小児科医院
７２８・１１０１南成瀬６－１０－９町田産婦人科医院
７２２・３３２１原町田４－１２－６尾崎医院
７２２・５７７７中町４－１１－６都南産婦人科
７２１・８８５５森野１－３４－１３ＴＭビル２０１町田東口クリニック
７２５・３８５１旭町１－１５－２３中澤産婦人科医院
７２２・２２３０旭町２－１５－４１町田市民病院
７２９・５２２８南大谷２１９－２３玉川学園土屋クリニック
７３５・２２５７鶴川４－２２－６森医院
７３７・７２７１能ヶ谷町２５２－１鶴川レディースクリニック
７９３・６８６８忠生４－８－８田中産婦人科内科クリニック
７７５・３５５３小山ケ丘４－３－１ベルンの森クリニック

　

生
活
保
護
受
給
世
帯
や
市
民
税
非
課

税
世
帯
の
乳
幼
児
に
粉
ミ
ル
ク
を
支
給

し
ま
す
。
た
だ
し
、
医
師
に
よ
り
栄
養

強
化
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
も
の
に
限

り
ま
す
。
支
給
期
間
は
生
後
４
か
月
か

ら
１
歳
の
誕
生
日
ま
で
で
、
申
請
し
た

月
の
翌
月
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

申
請
す
る
際
に
は
、
母
子
健
康
手
帳
、

医
師
の
診
断
書
、
生
活
保
護
受
給
証
明

書
も
し
く
は
市
民
税
非
課
税
証
明
書
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

【
妊
産
婦
さ
ん
へ　

小
児
科
医
と
相
談

し
て
み
ま
せ
ん
か
】

　

育
児
に
つ
い
て
心
配
ご
と
を
お
持
ち

の
妊
婦
さ
ん
や
産
後
４
か
月
未
満
の
産

婦
さ
ん
で
必
要
な
方
に
、
小
児
科
医
が

無
料
で
育
児
の
相
談
や
助
言
を
行
う
出

産
前
小
児
保
健
指
導
事
業
が
あ
り
ま

す
。
産
婦
人
科
窓
口
ま
で
お
気
軽
に
お

申
し
出
下
さ
い
（
実
施
期
間
は
２
０
０

７
年
３
月　

日
ま
で
で
す
）
。

３１

○
申
し
込
み　

①
上
表
の
町
田
市
内
指

定
産
婦
人
科
医
へ
お
申
し
込
み
下
さ
い

②
産
婦
人
科
医
が
、
相
談
内
容
か
ら
小

児
科
医
の
保
健
指
導
を
必
要
と
認
め
た

場
合
に
、
小
児
科
医
へ
の
紹
介
状
を
作

成
し
ま
す
。
同
時
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙

と
医
療
機
関
一
覧
表
を
お
渡
し
し
ま
す

③
そ
の
紹
介
状
と
ア
ン
ケ
ー
ト
、
母
子

健
康
手
帳
を
持
参
し
、
小
児
科
医
を
訪

ね
て
下
さ
い
（
事
前
予
約
が
必
要
で

す
）
。

　
　
　

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８

　

糖
尿
病
は
食
事
や
生
活
に
気
を
つ
け

る
こ
と
で
十
分
自
己
管
理
も
で
き
ま

す
。
こ
の
機
会
に
受
講
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

○
対
象　

基
本
健
康
診
査
等
で
「
糖
尿

病
」
「
血
糖
値
が
高
い
」
等
の
指
摘
を

受
け
た
こ
と
の
あ
る
方

○
日
時　

７
月　

日
（
月
）
午
前
９
時

２４

　

分
〜
正
午

５０○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容
・
講
師　

糖
尿
病
と
は
ど
ん
な

病
気
か
＝
保
健
師
、
試
食
、
食
事
療
法

の
基
本
と
食
品
交
換
表
に
つ
い
て
＝
栄

養
士

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

○
持
ち
物　

基
本
健
診
等
の
結
果

○
申
し
込
み　

電
話
で
健
康
課
へ
。

糖
尿
病
予
防
教
室

○
勤
務
期
間　

７
月　

日
〜
９
月　

日

２１

１４

○
勤
務
日　

月
〜
土
曜
日
の
指
定
す
る

日○
勤
務
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

１５

４
時　

分
（
勤
務
時
間
が
延
長
に
な
る

１５

場
合
が
あ
り
ま
す
）

○
勤
務
場
所　

町
田
リ
サ
イ
ク
ル
文
化

セ
ン
タ
ー
ま
た
は
南
収
集
事
務
所

○
作
業
内
容　

一
般
ご
み
収
集

○
選
考　

面
接

○
申
し
込
み　

７
月　

日
ま
で
に
電
話

１４

で
清
掃
事
業
部
清
掃
事
務
所
（
11
７
９

７
・
７
１
１
１
）
へ
。

清
掃
事
業
部
清
掃
事
務
所

臨

時

職

員

　

市
民
や
地
域
・
市
民
団
体
、
動
物
関

係
者
が
一
堂
に
集
い
調
査
検
討
し
、
動

物
の
適
正
飼
養
と
動
物
の
愛
護
の
普
及

の
た
め
に
必
要
な
対
策
・
施
策
を
市
長

に
報
告
す
る
「
町
田
市
動
物
と
の
共
生

を
考
え
る
懇
談
会
」
を
発
足
し
ま
す
。

つ
い
て
は
、
市
民
委
員
を
募
集
し
ま

す
。

○
資
格　

市
内
在
住
で　

歳
以
上
の
町

２０

田
市
の
他
の
付
属
機
関
等
の
委
員
と
な

っ
て
い
な
い
方

○
人
員　

４
人

○
選
考
方
法　

書
類
・
面
接

○
任
期　

市
長
に
調
査
検
討
結
果
の
報

告
が
あ
っ
た
と
き
ま
で
（
今
年
度
内
の

報
告
を
予
定
）

○
申
し
込
み　

動
物

と
の
共
生
を
考
え
る

懇
談
会
委
員
応
募
用

紙
（
様
式
１
）
と

「
市
民
と
飼
育
動
物

町
田
市
動
物
と
の
共
生
を
考
え
る
懇
談

会

市

民

委

員

の
共
生
社
会
の
実
現
に
向
け
て
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
、
所
定
の
用
紙
（
様
式

２
）
に
８
０
０
字
以
内
で
論
文
を
書
き

（
論
文
の
み　

字
×　

行
に
書
式
設
定

３２

２５

さ
れ
た
ワ
ー
プ
ロ
で
も
可
）
、
７
月　
２７

日
ま
で
に
環
境
保
全
課
へ
。

※
用
紙
は
環
境
保
全
課
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

○
資
格　

重
い
障
が
い
を
持
つ
方
の
療

育
活
動
に
理
解
の
あ
る
方

○
勤
務
期
間　

８
月
〜
２
０
０
７
年
３

月○
勤
務
日
時　

月
〜
金
曜
日
、
午
前
８

時　

分
〜
午
後
５
時

３０
○
勤
務
場
所　

ひ
か
り
療
育
園

○
勤
務
内
容　

利
用
者
の
介
助
及
び
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
指
導
等

○
人
員　

２
人

○
申
し
込
み　

電
話
で
ひ
か
り
療
育
園

（
11
７
９
４
・
０
７
３
０
）
へ
。

※
随
時
面
接
を
行
い
ま
す
。

ひ
か
り
療
育
園

臨

時

職

員

ピーポくんピーポくん�

町田情報町田情報�
ピーポくん�

町田情報�

町
田
警
察
署
生
活
安
全
課
1
７
２
２
・
０
１
１
０

町
田
市
安
全
対
策
課
1
７
２
４
・
３
２
５
４

　

平
成　

年
中
の
町
田
市
内
の
振
り
込

１７

め
詐
欺
被
害
認
知
件
数
は　

件
で
、
被

６５

害
総
額
は
約
８
０
０
０
万
円
を
上
回
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
年
に
入
り
、
５
月
末
現
在

で
、
す
で
に
約　

件
の
被
害
が
発
生

４０

し
、
被
害
総
額
も
５
０
０
０
万
円
を
超

え
て
い
ま
す
。

●
犯
行
の
手
口
と
し
て

　

複
数
の
人
が
登
場
し
、
も
っ
と
も
ら

し
く
話
を
展
開
す
る
。

　

警
察
官
・
弁
護
士
・
鉄
道
関
係
者
・

ご
主
人
・
お
子
さ
ん
・
お
孫
さ
ん
を
装

う
者
、
痴
漢
の
被
害
者
の
身
内
・
交
通

事
故
の
当
事
者
を
装
い
、
被
害
を
受
け

た
と
主
張
す
る
者
な
ど
、
役
割
を
分
担

し
、
実
に
巧
み
な
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
キ
ン

グ
で
金
銭
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
し
て
い

ま
す
。

例　

警
察
官
を
装
い

「
○
○
警
察
署
の
者
で
す
が
、
ご
主
人

が
電
車
内
で
痴
漢
を
し
て
今
逮
捕
さ
れ

て
い
ま
す
。
相
手
の
人
が
示
談
に
し
て

も
い
い
と
言
っ
て
い
ま
す
の
で
、
至
急

□
□
□
万
円
を
振
り
込
ん
で
下
さ
い
」

　

電
話
が
か
か
っ
て
く
る
時
間
帯
は
、

午
前　

時
か
ら
午
後
２
時
ま
で
が
多

１０

く
、
ま
た
、
銀
行
等
の
閉
店
間
際
に
振

り
込
み
を
要
求
し
て
き
て
「
時
間
が
な

い
」
と
言
っ
て
急
が
せ
る
手
口
も
あ
り

ま
す
。

●
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
防
犯
対
策

　

警
察
が
示
談
の
仲
介
を
し
た
り
、
弁

護
士
あ
る
い
は
保
険
会
社
が
事
故
直
後

に
示
談
金
の
振
り
込
み
を
勧
め
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

振
り
込
め
詐
欺
に
遭
わ
な
い
た
め
に

も
、
日
ご
ろ
か
ら
、
家
族
や
ご
近
所
、

友
人
等
で
振
り
込
め
詐
欺
に
つ
い
て
の

話
を
す
る
な
ど
、
危
機
感
を
持
つ
こ

と
、
ま
た
有
事
の
際
の
連
絡
方
法
に
つ

い
て
話
し
合
い
を
し
て
お
く
等
振
り
込

め
詐
欺
に
つ
い
て
の
意
識
付
け
を
す
る

よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

●
警
視
庁
で
は
「
振
り
込
め
詐
欺
体
験

電
話
」
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
開
設

　

被
害
者
は
「
振
り
込
め
詐
欺
」
と
い

う
言
葉
は
知
っ
て
は
い
て
も
、
具
体
的

手
口
を
知
ら
な
い
た
め
、
本
当
の
こ
と

と
信
じ
込
ん
で
だ
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
実
際
に
か
か
っ
て
く
る
振

り
込
め
詐
欺
電
話
の
内
容
を
広
く
周
知

す
る
た
め
に
開
設
し
ま
し
た
。

　介護保険法の改正にともない、本事業の「食の自立支援サービス」、
「ホームヘルプ」、「デイサービス」の内容は「介護予防事業」と位置づ
けられ、対象者は「将来介護が必要になるおそれが高い方（特定高齢
者）」と変わりました。
　対象かどうかは、次の方法で判定されます。市では、職場等で検診の機
会がない方を対象に、誕生月とその翌月に無料で受けることができる「基
本健康診査」を実施していますが、６５歳以上の方には、同時に「介護予防
健診」を受けていただきます。この健診は生活機能低下の兆候を早期にと
らえ、将来介護を必要とする状態になる心配がある方（特定高齢者）に対
し、積極的で効果的な介護予防をしていただくため行います。この健診の
結果で、お使いいただけるサービスが変わります。

※下表の「介護予防事業」は「特定高齢者」が対象になります。
※現在、生活支援型のホームヘルプ、食の自立支援サービス（配食）をご
利用の方は、介護保険法の改正により今年度で使えなくなる場合がありま
す。介護予防健診の結果が重要になりますので誕生月の基本健康診査を受
診して下さい。

「町田市在宅高齢者生活支援型事業（一部）」の
　　　　　　　　　　　内容と対象者が変わりました

事　業　内　容事　業　名
主に、トレーニングマシンを用いた筋力トレーニングを行
い、生活に必要な運動能力の向上をめざします。筋力向上トレーニング

生活機能の低下の兆候がある方に、通所による積極的な介
護予防プログラムを行います。

介護予防型
通所プログラム

看護師や栄養士等が訪問し、運動器の機能向上や栄養改善
の支援を行います。訪問指導

訪問栄養指導と同時に、調理経験の不足等により調理が難
しい方に対しては、ホームヘルパーが一緒に作る調理サー
ビスを行います。

介護予防ホームヘルプ

単身または高齢者のみの世帯で調理困難な方に、栄養バラ
ンスのとれた食事を調理・配達し、栄養改善を支援しま
す。

食の自立支援サービス

転倒予防、痛みの軽減等を目的に手すりの設置、段差解
消、引き戸の取り付け等の改修費用を支給します。住宅改修予防給付

介護予防事業（特定高齢者対象）
　地域包括支援センターの保健師等が中心となって、元気を取り戻すた
めの介護予防プログラムを一緒に考えご利用いただきます。
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□問 高齢者福祉課11７２４・２１４６

介護予防健診

お 元 気 な 高 齢 者
（一般高齢者）

介護予防の必要がある方
（特定高齢者）


